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社報タイトル「協力」は社内で

掲げる平成30年の標語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大根の旬は、11 月から 2 月。品質改良が進み一年を通じて手に入れることができますが、 
寒い時期の方が甘みもありみずみずしいです。 
冬は、おでんに大根が美味しいですが、今回はお手軽、大根サラダを紹介します。 

作り方…①6 ㎝位に大根をカットし、皮をむき、太めの千切りにする。 
    ②塩もみし、しんなりしたら、水で塩をおとし(そのままでは塩辛いので)よくしぼる。 
    ③好みでカニフレークやツナ、胡瓜などを加えマヨネーズであえる。 
   ※マヨネーズが苦手な方は和風トレッシング等でお試し下さい。 
✐ポイントは、時間がたつと水分が出るので、食べる直前に作ることです。 
 
 胃腸の調子を整え、ダイエット効果もあるので、ぜひ作ってみて下さい！ 

鈴木美雪

非居住者等に対する源泉徴収 

 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる下記の支払

をする場合は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんので、注

意が必要です。 

(1) 土地等の譲渡対価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10.21％ 

(ただし、土地等の譲渡対価が 1 億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り

受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。) 

(2) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.42％ 

(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるも

のについては、源泉徴収は不要です。) 

(3) 貸付金の利子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.42％ 

(4) 給与等人的役務の報酬等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.42％ 

 他にも源泉徴収しなければならない場合がありますので、詳しくは担当者までお問い合わせください。 

※ 非居住者等とは 

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居

住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 

また、国外に本店を有する外国法人で、国内に恒久的施設（支店、工場等）を有する場合も含まれます。 

～～退職者のお知らせ～～ 
去る 10 月末日をもちまして、税理士法人小林合同会計を退職しました。平成 7 年 11 月に入社以来

23 年間もの長きにわたり顧問先の皆様や事務所の方々に支えられ仕事に専念できましたことを心より感

謝致しております。 

 今後は、今まで培った経験を活かして、小さいながらも独立して税理士事務所を経営していきます。 

 長い間大変お世話になりありがとうございました。 

                                          齋藤利文 


